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転倒災害を防止するためには適切な作業靴を！！ 

陸運業における労働災害発生状況（令和3年1～12月 令和4年1月7日現在）をみると、転倒災

害は、前年同月と比べ、206件、8.7%の大幅な増加となっています。 

転倒災害は、つまずきや滑りがその原因の一つですが、陸運業は、自社構内、荷主等庭先や道

路、駐車場など様々な場所や気象状況などの影響を受けやすい環境で作業が行われることが多い

業種です。 

陸上貨物運送事業労働災害防止規程では、「第5章 安全基準 第1節 通則」の「8 安全な履

物」に“作業に応じ、安全靴その他履物を使用させること”とあり、同章の「第2節 貨物自動車等

の積卸し作業」の「7 転倒防止措置」では、“荷役作業場所等に合わせて、耐滑性、屈曲性のある

安全靴を使用させること“と明記しており、耐滑性能の重要性を示唆しています。 

 陸災防では、荷役作業場所などに合わせた作業靴の選定に役立つよう、関係メーカー団体であ

る「日本安全靴工業会」及び「日本プロテクティブスニーカー協会」より、作業靴選びの情報提

供をいただきましたので紹介します。 

資料９
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情報の詳細は次のURLからご覧ください。 

 安全靴のことなら･･･日本安全靴工業会 http://www.anzengutsu.jp/index.html 

プロスニーカーのことなら･･･日本プロテクティブスニーカー協会 

http://www.prosneaker.jp/ 

http://www.anzengutsu.jp/index.html
http://www.prosneaker.jp/

